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資料１



アンケート調査（所有者情報）

議題１：前回協議会の意見と対応方針について

前回協議会の意見と対応方針

No. 委員からの意見
意見への対応

対応分類 詳細

１
住所不明として返送された空き家について、固定資産税の担当部
局から住所情報を提供してもらえる仕組みになっているが、やり取
りしていないのか。

今後の
参考
とする

本市では、緊急的な措置を講ずるべき時にしか課税情報を利用でき
ません。
今回のアンケート調査は計画策定を目的に実施しているため、登記
情報をもとに送付しています。
なお、平成28年度にＤ判定となった空家等の一部については、建築
指導課の方で一定コンタクトを取っているような状況であり、今回の
アンケート調査は事務局として送付しているため、建築指導課の方
から住所情報等を提供してもらっております。
また、次の計画見直しに向けて、他部局が取得した情報について、ア
ンケートデータとしての取り扱いを検討いたします。２

所有者がどんなことで困っているかは、空き家に関する指導を前面
に立って行っている部局が一番把握しており、補充的にアンケート
を行うのでであれば良いが、とりあえずアンケートありきで計画を
作るということに違和感がある。

今後の
参考
とする
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空き家の状況

議題１：前回協議会の意見と対応方針について

前回協議会の意見と対応方針

No. 委員からの意見
意見への対応

対応分類 詳細

３

特定空家等に認定すべきＤ判定の空家について、指導中などの内
容が表に出てくると思っていた。Ｄ判定のうち危険なものについて、
除却や保全、指導中などの状況を調べて欲しい。

意見反映
個別の具体的な対応については、次年度以降の定期的な協議会に
ていただく意見を踏まえて対応してまいります。

４
特定空家等は本当にないのかと思う。また、危険な密集市街地にあ
るD判定の空家等５件についてはいかがか。

－
現在、特定空家等と判定している空家等はありません。
なお、Ｄ判定の空き家については、引き続き啓発や指導に努めてま
いります。
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施策検討

No. 委員からの意見
意見への対応

対応分類 詳細

５
空家等管理活用支援法人について、有資格者が所属する団体が指
定されるのか。

－

空家等管理活用支援法人の指定要件は、基本的に他市の事例に
倣い、弁護士や宅建士などの有資格者で構成される団体を要件と
して検討しております。
なお、今年に大阪府で行っている各市町村に対して支援法人となり
うる団体等のマッチング説明会に参加しており、団体にヒアリングを
行っています。
詳細な要件については、引き続き検討してまいります。

６
Ｄ判定の空き家54件について、管理不全のまま残っている理由と
施策が合致しているか、どのくらいの割合で困っているかも併せて
説明願いたい。

－

Ｃ、Ｄ判定の合計が54件となっており、そのうちＤ判定の保安上危
険な空き家等は15件です。
内訳としては、15件のうち12件は所有者不明等で連絡が取れない
状態ですが、12件のうち10件は長屋であり、単独での土地利用が
難しいことが原因であると考えております。所有者の確認が取れて
いる３件については、今後自ら居住する予定の方や、維持管理対応
する方、体調不良ですぐに対応ができない方となっています。
施策検討にあたっては、アンケート調査とヒアリング調査の結果の
ほか、所有者に直接情報提供を行う建築指導課と環境政策課から
のヒアリングをもとに検討を行っており、新たな施策についても引き
続き検討してまいります。
（※計画第２章・第４章に記載）
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前回協議会の意見と対応方針



概要版

議題１：前回協議会の意見と対応方針について

前回協議会の意見と対応方針

No. 委員からの意見
意見への対応

対応分類 詳細

８

概要版第２章の中ほどにおいて、管理不全と判定された空き家の件
数の後に、地域別の「問題なし（Ａ判定）」を含めた空き家の件数と、
北部の危険な密集市街地で多く確認したと表記されているが、誘
導しているような文章表現のような気がする。また、「問題なし（Ａ判
定）」を件数に入れると、対策の対象がぶれるような気がする。

意見反映
「管理不全と判定された空き家件数」と「地域別の空き家件数」の表
記の順番を入れ替え、「地域別の空き家件数」については「問題なし
（Ａ判定）」の件数を含めて表記します。
また、密集市街地の空き家件数は表記としては残しますが、「多く確
認されている」という表現は削除します。
なお、計画本編の内容についても合わせて修正しております。
（※計画第２章２－（２）－１)、５－（２）に記載）

９

「問題なし（Ａ判定）」の空き家を放っておくとＢ、Ｃ、Ｄ判定になって
いくため、地域別の件数から「問題なし（Ａ判定）」をなくすのはため
らいがある。例えば、Ｂ判定以上の、対策が必要な空き家の件数を
括弧書きで加えれば、著しく北部が多いという表現にはならないと
思う。

意見反映
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施策検討

No. 委員からの意見
意見への対応

対応分類 詳細

７
都市計画マスタープランが改定されることで、空き家対策も検討す
る必要があるのか。

－

近年の都市計画における主な変更は、北島地域の一部において、令
和７年10月末に市街化調整区域から市街化区域（主に準工業地域）
に編入されております。従来より住居が少ない地域であることから、
影響は少ないと考えております。



議題１：前回協議会の意見と対応方針について

前回協議会の意見と対応方針

5
＜修正前＞ ＜修正後＞

【修正対応方針】

「管理不全と判定された空き家件数」と「地域別の空き家件数」の表記の順番を入れ替え、「地域別の空き家件数」については「問

題なし（Ａ判定）」の件数を含めて表記します。

また、密集市街地の空き家件数は表記としては残しますが、「多く確認されている」という表現は削除します。なお、計画本編の内

容についても合わせて修正しております。

（※計画第２章２－（２）－１)、５－（２）に記載）



空き家対策の担当課

議題１：前回協議会の意見と対応方針について

前回協議会の意見と対応方針

No. 委員からの意見
意見への対応

対応分類 詳細

10
現場をよく知る部局と施策を講じる部局が違うことに違和感がある。担
当課を見直した方がいいのではないか。

今後の
参考
とする

引き続き、関係部署と連携・情報共有をしてまいります。
（※計画第７章に記載）

判断基準の点数化

No. 委員からの意見
意見への対応

対応分類 詳細

11
管理不全空家等及び特定空家等の判断基準における点数化について、
採点者により差が出てくる可能性があるが、どう対応するのか。

－ 具体的な点数の付け方や運用については今後検討してまいります。
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議題１：前回協議会の意見と対応方針について

その他の修正箇所

7

NO.
該当
資料

該当箇所
修正内容

概要 修正前 修正後

１
本編
概要版

全体
「建物等」「建築物等」→「建築物等」に統一
※ただし、アンケート調査結果や要綱に係る
箇所は除く

「建物等」「建築物等」 「建築物等」

２ 本編 第２章 ２－（２） （P.18） 密集市街地の範囲の可視性を高める
密集市街地の範囲の線
・黄色

密集市街地の範囲の線
・オレンジ色

修正No.2 修正前 修正後
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その他の修正箇所

8

No.
該当
資料

該当箇所
修正内容

概要 修正前 修正後

３ 本編
第6章 １－（３） 図6－1（P.57）
（管理不全空家等及び特定空家等への
対応フロー）

法改正による「報告徴収」の
追記
（空家法第9条第2項）

「立入調査」 「報告徴収及び立入調査」

修正No.3 修正前 修正後

空家等の把握

門
真
市
空
家
等
対
策
協
議
会
専
門
部
会

必
要
に
応
じ
意
見
聴
取

現地確認・調査（敷地外より）
（空家法第9条第1項）

所有者調査
（空家法第9条第1項・第10条）

関係部署へ情報共有

土地所有者等へ助言

空家等の適正な管理の助言
（空家法第12条）

適正な管理状態の維持、
利活用の促進を支援等

報告徴収及び立入調査
（空家法第9条第2項）

経過観察
必要に応じ再助言

所有者等への助言・指導
（空家法第22条第1項）

所有者等への事前通知
所有者等による公開による意

見聴取の請求
公開による意見の聴取

（空家法第22条第4項～8項）

命令
（空家法第22条第3項）

行政代執行
（空家法第22条第9項）

文書による戒告
代執行令書による通知

代執行に要した一切の費用の
徴収

勧告の撤回
課税課に報告
（住宅用地特例の
再適用の検討）

事前の公告

略式代執行

相談

空家等である

空家等で
ない

所有者が確知
できない

土地所有者が
確知できる

所有者が
確知できる

改善されない

改善を確認

特定空家等に
対する措置

改善を確認

改善を確認

改善を確認

意見書等の提出
が無い

必要な措置を
行わない

正当な理由が無
いと判断

（
緊
急
）
過
失
な
く
所
有
者
を
確
知
で
き
な
い
場
合

保安上危険な空家に関すること（建築指導課）
環境美化に関すること（環境政策課）

緊急安全措置の検討

◎危険な状態にあり公共の場
所における影響がある場合

（門真市建築物等の適正管理に関
する条例第10条、第11条）

管理不全空家等
（基準値以上）

管理不全空家等及び特定空家等の判断

勧告
（空家法第22条第2項）

固定資産税等の住宅用地特例
の対象から除外

（地方税法第349条の3の2等）

必要な措置を
行わない

命令の撤回
課税課に報告
（住宅用地特例の
再適用の検討）

管理不全空家等及び特
定空家等に該当しない
又は特定空家等
（基準値未満）

勧告
（空家法第13条第2項）

固定資産税等の住宅用地特例
の対象から除外

（地方税法第349条の3の2等）

対応方策の検討
措置の必要性及び合理性の判断
根拠に基づく措置内容の検討

緊急代執行
（空家法第22条第1項）

特定空家等
（基準値以上）

管理不全空家等及び特定空家等に対する措置の決定

データベースへの登録
（空家法第11条）

所有者等への指導
（空家法第13条第1項）

災害その他非常の場合

民法に基づく財産管理制度等の
利用を検討
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